
 
 
 
 
 

奈良県内の食料品製造業における労働災害(休業４日以上)は、令和６年の  

５６件から令和７年の７７件※に、約３８%増加しました。労働災害の内容を見る

と、転倒が最も多く、全体の約３６%を占めています。 

今後、就労者に占める高齢労働者の割合が一層高まることが見込まれること

から、事業場内に存在する転倒災害をはじめとする様々な災害リスクを更に  

低減させる取組が求められます。この機会に、裏面の「労働災害防止チェック  

リスト」をご活用いただき、職場の安全対策を再点検いただけますと幸いです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＊令和７年に改正された労働安全衛生法の規定に基づき、 

「高年齢者の労働災害防止のための指針」が定められました。 

詳細は、右の二次元コードから厚生労働省の Web サイトをご確認

ください。 
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食料品製造業で、労働災害が急増しています! 
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※令和８年１月末現在速報値 



食料品製造業 労働災害防止チェックリスト 

対策の分類 点検項目 チェック 

機械災害防止 

可動部へのガード（覆い）が取り付けられているか □ 

インターロック装置が正常に作動するか □ 

非常停止ボタンの位置・動作を確認しているか □ 

機械の電源OFF で清掃・点検を実施しているか □ 

異常音・振動などのトラブル発生時の報告ルールがあるか □ 

転倒・滑り防止 

床面の濡れ・油汚れはないか □ 

排水溝・マットのズレはないか □ 

通路に物が置かれていない、段差解消・コード類の整理がされているか □ 

滑りにくい靴を着用しているか □ 

高温・火傷防止 

加熱釜・オーブンの温度表示が正常であるか □ 

蒸気・熱水配管の断熱材が適切であるか □ 

やけど注意の表示があるか □ 

耐熱手袋・前掛けを着用しているか □ 

荷役・物流安全 

台車・パレットに損傷がないか □ 

人と車両の動線を分離しているか □ 

腰痛予防対策の教育を行っているか □ 

リスクアセスメ

ント・教育・ヒヤ

リハット 

リスクアセスメントを実施しているか □ 

定期的に安全教育を実施しているか □ 

ヒヤリハット事例を収集し、関係者に共有しているか □ 

非定常作業を含めた作業手順書を作成しているか □ 

定期的に安全パトロールを実施しているか □ 

 


